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先
月
の
『
広
報
な
ん
こ
く
３
月

号
』
と
一
緒
に
配
布
し
ま
し
た
、

生
活
環
境
課
か
ら
の
チ
ラ
シ
『
平

成
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年
度
南
国
市
の
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庭
ご
み
の

分
け
方
・
出
し
方
』
の
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
項
目
の
出
し
方
と
ご
注
意
欄

の
中
で
「
塩
ビ
ボ
ト
ル
は
燃燃
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に
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
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っ
て
い
ま
し
た
が
、
正
し
く
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「
塩
ビ
ボ
ト
ル
は
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みみ
に
出
し

て
く
だ
さ
い
」
で
し
た
。

訂
正
し
て
お
わ
び
し
ま
す
。

広広報報ななんんここくく４４月月号号20

おお知知ららせせ

※お問い合わせは
　市民課年金係（�８８０－６５５５）または、南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）まで

月    額 年    額 前納額 割引額
定額保険料
定額＋付加

13,300円 159,600円 156,770円 2,830円
13,700円 164,400円 161,480円 2,920円

◎ 
　　平成13年度（13年４月～14年３月分）の保険料をまだ納めていない方が、お手持ちの納付書で納める
　ことができるのは、４月30日�までです。５月以降は、お手持ちの納付書では納められなくなりますの
　でお急ぎください。 

保険料の納め忘れはありませんか？

◎
　　平成14年度の国民年金保険料の納付書が国から届いていると思います。保険料の納付には「各月納付」
　と「前納納付」があります。
　　１年分または一定期間を前もって納める前納納付はその年度の保険料を４月に一括して納めますので、
　納め忘れがなく、保険料が割引されるのも大きな魅力です。
　　★14年度１年間の保険料が前納できるのは、４月30日�までです。 

保険料が割引される前納制度がお得 !

◎ 
　　保険料納付が困難な場合、保険料免除制度があります。従来の全額免除に加えて、申請により一定の
　所得基準のもとに、保険料の半額を免除し半額を納める「半額免除制度」が始まります。
　★半額免除のポイント
　　�全額免除と同様、申請し承認を受ける必要があります。
　　�保険料の半額を納める必要があり、納め忘れると未納期間として取り扱われます。
　　�半額免除期間は年金を受けるために必要な期間として算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金
　　　額を計算するときには、保険料を全額納めた期間に比べて３分の２の計算になります。
　　�死亡一時金や脱退一時金は、いずれも保険料を全額納めた期間の２分の１の計算になります。
　　�学生納付特例制度の対象になっている学生については、全額・半額免除とも申請できません。　

14年４月から半額免除がスタート !

◎ 
　　学生本人の前年所得が68万円以下の場合、申請により納付が猶予されます。なお、14年４月から夜間
　部、定時制課程および通信制課程等の学生も学生納付特例制度を受けられるようになります。
＊免除された期間および学生納付特例を受けた期間は、10年以内であれば保険料を納めることができます。
＊14年度の免除（14年４月～15年６月）・学生納付特例（14年４月～15年３月） を希望される方は、５月
　31日(金) までに申請してください。

学生納付特例制度について

市内一斉清掃市内一斉清掃

毎年６月に実施しています市内一斉清

掃は、今年は10月20日�に実施します。
市民の皆さんのご協力をお願いします。

※お問い合わせは
生活環境課環境公害係
（�８８０ー６５５７）まで
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ま
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りり

南国市開催競技（夏季大会）

サッカー（少年男子）・ライフル射撃（CP）
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と　　き 地　　　　区

4月1日・15日
（第１・３月曜日）

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町

4月2日・16日
（第１・３火曜日）

下島、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）、浜改田、久枝、前浜、

4月3日・17日
（第１・３水曜日）

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、
白木谷、外山、奈路、八京、領石、
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、
小籠１～２丁目、８区、小篭団地

4月8日・22日
（第２・４月曜日）

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地 、篠原、明見、伊達野

4月9日・23日
（第２・４火曜日）

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、
古市、立田、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）、岩村、下咥内

4月10日・24日
（第２・４水曜日）

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅

と　　き 地　　　　区

4月4日・18日
（第１・３木曜日）

十市（北部）、緑ヶ丘、稲吉、新川、西窪、
野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町

4月5日・19日
（第１・３金曜日）

4月6日・20日
（第１・３土曜日）

植田、植野、瓶岩、久礼田、才谷、宍崎、
白木谷、外山、奈路、八京、領石、
三軒屋（長岡小籠）、東山町、幸町、元町、
小籠１～２丁目、８区、小篭団地

4月11日・25日
（第２・４木曜日）

稲生、片山、里改田、十市（南部）、田井、
八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地 、篠原、明見、伊達野

4月12日・26日
（第２・４金曜日）

上末松、上廿枝、国分、北小籠、三畠、
下末松、陣山、左右山、西島、西山、比江、
古市、立田、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ北）、岩村、下咥内

4月13日・27日
（第２・４土曜日）

笠ノ川、蒲原、小蓮、常通寺島、定林寺、滝本、
中島、八幡、岡豊町小篭、吉田、江村、祈年、
東崎、駅前町、日吉町、東崎西部改良住宅

 日  曜 　　　　　　　　　　 地　　　　区 日  曜 　　　　　　　　 地　　　区

�

物部（下咥内を除く）、野田、後免町、東芝団地

（吉本小児科前を除く） （吉本小児科前を除く）

吉本小児科前

下島、田村（ﾊﾞｲﾊﾟｽ南）、浜改田、久枝、前浜、
物部（下咥内を除く）、野田、後免町、東芝団地
吉本小児科前

4／1

奈路、瓶岩、白木谷
十市（北部）、緑ケ丘、岩村
稲生
久枝、下島、前浜
下咥内、物部、開田

国分、比江、左右山、北小籠

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉
領石、植野、久礼田、植田

後免町、野田、東芝団地

片山、里改田、浜改田

中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）

立田、田村
東山町、幸町、元町、小籠1～2丁目、８区、祈年、小篭団地
東崎(東部･西部)、日吉町、駅前町、東崎西部改良住宅

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地 、篠原、明見、伊達野

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉
領石、植野、久礼田、植田
片山、里改田、浜改田

中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地 、篠原、明見、伊達野

十市（南部）

陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝、西島、古市
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田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、

田村

浜改田

祈年、東崎（東部･西部）、駅前町

 奈路、瓶岩、領石、植野
久礼田、植田
常通寺島、中島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）
笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原
国分、比江、左右山、岩村

十市（北部）、緑ケ丘

８区(たちばな団地・小篭団地を含む)
北小籠、東山町、幸町、元町 、小籠1～2丁目
西島、古市
陣山、三畠、上末松、下末松、西山、上廿枝､

白木谷、蒲原団地、蒲原住宅
後免町、東崎西部改良住宅、日吉町、東芝団地
野田（東芝団地を除く）

伊達野、大埇団地 

稲吉、西窪、新川
能間、野田口、朝日町、城陸、榎田町
稲生
下咥内、物部、開田

 篠原、明見

立田
久枝、下島、前浜

片山、里改田
十市（南部） 4／1
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水
火
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笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

浜改田
久枝、下島、前浜

十市（南部）

立田

田井、八木、山崎、竹中、関、西野々、住吉野、
大埇団地 、篠原、明見、伊達野

野田口、能間、城陸、榎田町、朝日町、西窪、新川、稲吉

月
土 田村

土
金

土

金

中島、常通寺島、吉田、江村、小篭、三軒屋（長岡小籠）

笠ノ川、八幡、小蓮、定林寺、滝本、蒲原(団地･住宅を含む)

＊ペットボトルの収集ステーションは、可燃ごみ（紙・
　布）および、全てのごみ対象ステーションです。

おお知知ららせせ

よさこい高知国体夏季大会


